
重点感染症リストの見直しについて

⚫ 「ワクチン開発・生産体制強化戦略 （令和３年６月１日）」に基づき、感染症危機対応医薬品等の利用可能性確保に関する検
討会（令和４年３月22日）において、予見可能性に基づく重点感染症の分類が整理されるとともに、重点感染症の判断指標、
重点感染症リスト（暫定案）が報告された。この重点感染症リストは、国内外の感染症発生動向や公衆衛生危機管理に係る政
策ニーズに対する情勢変化等に適切に対応する必要があり、客観的な判断基準を作成し、必要に応じて見直しを行っていくこ
ととしている。

⚫ 今般、WHOから新規抗菌薬が緊急に必要な薬剤耐性菌のリスト（令和６年５月17日）※１及び病原体優先順位付け（令和６年
７月30日）※２の報告書が公開された。国内では「新型インフルエンザ等政府行動計画 （令和６年７月２日）」※３において、
平時から重点感染症に対する感染症危機対応医薬品等の研究開発を推進し、活用に至る一連のエコシステムの構築を支援する
こと、第40回健康・医療戦略推進専門調査会（令和６年８月26日）において、第3期医療分野研究開発推進計画骨子が審議さ
れ、統合プロジェクトの再編により感染症プロジェクトが設置されることが示された。

⚫ こうした状況を踏まえ、重点感染症作業班を設置し、今年度中に重点感染症リスト（及び重点感染症の該当性の判断基準）の
見直しを行い、更新した重点感染症に対する感染症危機対応医薬品の利用可能性確保に関しての検討を進める。なお、重点感
染症の対象となりうる疾患は多岐に渡り、専門性も高いため、疾患毎の検討は作業班と各疾患の専門家や有識者からなる参考
人で構成し、検討を行う。

※１https://www.who.int/publications/i/item/9789240093461

※２https://www.who.int/publications/m/item/pathogens-prioritization-a-scientific-framework-for-epidemic-and-pandemic-research-preparedness

※３https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html
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